
特殊詐欺等被害防止広報啓発バナー広告動画制作及び配信業務委託に係る企画提案競技公告

特殊詐欺等被害防止広報啓発バナー広告動画制作及び配信業務委託（以下「本委託」という。）

について、企画提案競技により委託候補者を選定することとしたので、次のとおり公告する。

令和６年11月20日

秋田県知事 佐竹 敬久

１ 企画提案書の提出を求める委託事業

(1) 名称

特殊詐欺等被害防止広報啓発バナー広告動画制作及び配信業務委託

(2) 事業の概要等

別添「特殊詐欺等被害防止広報啓発バナー広告動画制作及び配信業務委託に係る企画提案

競技実施要領」のとおり

(3) 履行場所

秋田市山王四丁目１番５号 秋田県警察本部

(4) 履行期間

契約締結の日から令和７年３月31日まで

２ 企画提案書を提出する者に必要な資格

本委託に関する企画提案書を提出する者は、次の全ての要件を満たしている者とする。

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しく

は再生手続開始の申立がされている者（同法第33条第１項に規定する再生手続開始の決定を

受けた者を除く。）又は会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立を

している者若しくは更生手続開始の申立がされている者（同法第41条第１項に規定する更生

手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。

(3) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体、秋田県暴力団排除条例（平成23年秋田県

条例第29号）第２条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこ

と。

（4) 関連法令等を遵守し、的確に遂行できる能力を有する者であること。

３ 契約条項を示す場所及び問合せ先

住所 〒010-0951 秋田市山王四丁目１番５号

秋田県警察本部生活安全部生活安全企画課犯罪抑止対策係



☎018(863)1111 FAX 018(866)8145

E-mail Seikatsuanzenbuseiankikakuka@pref.akita.lg.jp

４ 参加申込み方法

企画提案競技に参加する者は、別記様式「企画提案競技参加資格申請書」「会社概要整理票」

「参加資格確認申請受付票」に必要事項を記入し、令和６年11月29日（金）午後５時まで３に

掲げる場所に持参、郵送又は電子メ－ルにより提出すること。

なお、電子メールにより提出する場合は、事前に３に掲げる問合せ先へ申し出ること。

５ 企画提案書の提出

４により参加申込みをした者は、「特殊詐欺等被害防止広報啓発バナー広告動画制作及び配

信業務委託に係る企画提案競技実施要領」に定める書類を令和６年12月13日（金）午後５時ま

で３に掲げる場所に持参、郵送又は電子メールにより提出すること。

６ 企画提案の審査等

審査方法及び日程については、「特殊詐欺等被害防止広報啓発バナー広告動画制作及び配信

業務委託に係る企画提案競技実施要領」による。

７ その他

詳細は、「特殊詐欺等被害防止広報啓発バナー広告動画制作及び配信業務委託に係る企画提

案競技実施要領」による。


